
秋田県女性技術者活躍モデル工事実施要綱

 （趣旨）

第１条 この要綱は、秋田県が発注する女性技術者活躍モデル工事に関し、必要な事項を定めるもの

とする。

 （定義）

第２条 女性技術者活躍モデル工事（以下「モデル工事」という。）は、県が発注する建設工事のう

ち、次に掲げるいずれかの方式により、実施するものとする。

（１） 発注者指定型

 発注者指定型とは、秋田県総合評価落札方式試行要綱（平成２１年７月１日付け建管―

９１１）第１５条の規定に基づき、総合評価落札方式を適用する条件付き一般競争入札の

うち、入札参加資格として女性技術者の配置を求める条件付き一般競争入札で発注する建

設工事とする。

（２） 受注者希望型

 受注者希望型とは、女性技術者活躍モデル工事の実施を受注者が選択できる方式であ

り、受注者から発注者に対して女性技術者登用の実施について協議があった工事のうち、

発注者が認めて指示した建設工事とする。

 （実施内容）

第３条 契約担当者は、モデル工事の実施要件として、次に掲げる事項を求めるものとする。

（１） 次のいずれかの者が女性であること又は担当技術者（当該モデル工事において、①から③

に掲げる者の作業を補佐する者（女性に限る。）をいう。以下同じ。）を配置すること。

① 監理技術者

② 監理技術者補佐

③ 主任技術者

④ 現場代理人

（２） 担当技術者を配置する場合にあっては、次に定める要件を満たすこと。

① 直接的な雇用関係にあり、かつ入札参加資格申請期限の日以前に３ヶ月以上の恒常的な雇用

関係がある。

② 契約工期の二分の一を超える期間に従事すること。

（３） 受注者は、快適トイレ（女性専用トイレ）を設置しなければならない。なお、快適トイレ

関する仕様は、快適トイレ実施要領に定めるとおりとする。

（４） 受注者は、女性専用の更衣室その他女性が現場で働くための環境改善に資する施設等の設

置に努めなければならない。

（５） 受注者は、工事着手前に女性の従事内容及び現場で働くために必要な施設等について、監

督員と協議し、その内容を施工計画書に記載のうえ提出しなければならない。

（６） 受注者は、工事完成時に別紙１を、契約担当者に提出しなければならない。また、担当技

術者を配置した場合にあっては、別紙１に加え、工事着手時（受注者希望型の場合、監督員



と協議し、モデル工事として指示された後、速やかに）に別紙２を、工事完成時に別紙３

を、契約担当者に提出しなければならない。

（７） 受注者は、別紙４を参考に工事名標示板にモデル工事である旨を明示しなければならな

い。

（８） 快適トイレの設置に要する費用は、営繕費として当初設計（受注者希望型の場合は、変更

設計。）に計上する。

（９） 施設等に要する費用は、第５号における監督員との協議により、設計変更の対象とする。

 （公告文等の記載事項）

第４条 契約担当者は、発注者指定型を発注する場合にあっては、別紙５、６に基づき公告文及び発

注概要書を記載するものとする。

２ 契約担当者は、特記仕様書及び現場説明書に別紙７の事項を記載するものとする。

（工事成績評定）

第５条 契約担当者は、女性が当該モデル工事に係る契約工期の二分の一を超える期間に従事してい

る場合、次の各号に定める点数を当該受注者に係る工事成績評定（主任監督員の評価において、考

査項目「５．創意工夫」細別「Ⅰ．創意工夫」工夫事項「■その他」）に加点するものとする。ただ

し、同一又は複数の女性を複数の役割に配置した場合は、上位の点数のみ加点する。

（１） 監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者への配置 ３点

（２） 現場代理人への配置                ２点

（３） 担当技術者への配置                １点

 （実施証明書）

第６条 発注者は、秋田県女性技術者活躍モデル工事を実施し、その完成検査に合格した受注者

に対して、秋田県モデル工事実施証明書発行要領に定める実施証明書を発行するものとする。

附 則

この要綱は、平成２９年５月３０日から施行する。

附 則（平成３０年１０月２５日技管－５２６） 

この要綱は、平成３０年１１月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月７日技管－１７０） 

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。

  附 則（令和元年９月１８日技管－３９１）

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。

附 則（令和２年３月１３日技管－７４５）

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和３年９月９日技管－３３９）

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。


